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第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
第
五
号
中「
看
護
婦
等
」

を
「
看
護
師
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改

め
、
同
条
第
一
号
中
「
看
護
婦
等
確
保
推
進
者
」を「
看

護
師
等
確
保
推
進
者
」
に
改
め
る
。

（
看
護
婦
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
一
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
看
護
婦
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
旧
看
護
婦

等
人
材
確
保
法
」
と
い
う
。）第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
て
い
る
同
条
第
一
項
の
基
本
指
針
は
、
前
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
新
看
護
師
等
人
材

確
保
法
」
と
い
う
。）第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
同
条
第
一
項
の
基
本
指
針
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
看
護
婦
等
人
材
確
保

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
看

護
婦
等
確
保
推
進
者
は
、
新
看
護
師
等
人
材
確
保
法
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
看
護
師
等
確

保
推
進
者
と
み
な
す
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
発
生
し
た
事
項
に
つ
き
旧
看

護
婦
等
人
材
確
保
法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

の
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部

改
正
）

第
三
十
二
条

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
中
「
看
護
婦
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関

す
る
法
律
」
を
「
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関

す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成

十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
保
健
婦
」
を
「
保
健

師
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
看
護
婦
」
を
「
看
護

師
」
に
改
め
る
。

（
地
方
自
治
法
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
保
健
婦
助

産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に

改
め
る
。

一

地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

別
表
第
一
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
項

二

歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四

号
）
第
二
条
第
二
項

三

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
二

四

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
十
条

の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項

五

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項

六

視
能
訓
練
士
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
四

号
）
第
十
七
条
第
二
項

七

外
国
医
師
又
は
外
国
歯
科
医
師
が
行
う
臨
床
修
練

に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
及
び
歯
科
医
師
法
第
十
七

条
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律

第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）

八

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十

号
）
第
三
十
七
条
第
一
項

九

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一

号
）
第
三
十
七
条
第
一
項

十

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）

第
四
十
三
条
第
一
項

十
一

言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二

号
）
第
四
十
二
条
第
一
項

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
、
保
健
婦

又
は
保
健
士
」
を
「
又
は
保
健
師
」
に
改
め
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
五
十
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号

二

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十

七
号
）
第
六
十
六
条
の
七
第
一
項

（
結
核
予
防
法
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
保
健
婦
」

を
「
保
健
師
」
に
改
め
る
。

一

結
核
予
防
法（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）

第
二
十
五
条

二

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）

第
十
九
条

三

沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法

律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
四
号

四

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
五
条

（
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
助
産
婦
、

看
護
婦
」
を
「
助
産
師
、
看
護
師
」
に
改
め
る
。

一

議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）

第
四
条
第
二
項

二

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
第
百
五
条
及
び
第
百
四
十
九
条

三

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条

（
刑
法
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
中
「
助
産
婦
」

を
「
助
産
師
」
に
改
め
る
。

一

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
三

十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
百
十
四
条

二

死
産
の
届
出
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
一
年
厚

生
省
令
第
四
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
六
条
、

第
七
条
第
三
号
及
び
第
八
条

三

戸
籍
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）

第
四
十
九
条
第
三
項
及
び
第
五
十
二
条
第
三
項

四

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
五
十
五
条

五

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
別

表
第
一
第
八
号

六

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
百

九
十
七
条
第
一
項
第
二
号

（
死
産
の
届
出
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
改
正
に
伴
う

経
過
措
置
）

第
三
十
九
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
あ
っ
た
死
産
に
係

る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
死
産
の
届
出
に
関
す

る
規
程
の
規
定
に
よ
る
死
産
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
出
生
し
た
子
に
係
る
前
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
戸
籍
法
の
規
定
に
よ
る
出
生
の

届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
看
護
婦
」
を

「
看
護
師
」
に
改
め
る
。

一

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第

四
十
三
条
ノ
三
第
四
項
第
一
号
、
第
四
十
四
条
ノ
四

第
一
項
、
第
四
十
四
条
ノ
五
第
四
項
第
二
号
、
第
四

十
四
条
ノ
七
、
第
四
十
四
条
ノ
八
第
一
項
、
第
四
十

四
条
ノ
十
第
一
項
並
び
に
第
四
十
四
条
ノ
十
一
第
一

号
及
び
第
五
号

二

日
本
赤
十
字
社
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百

五
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項

三

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
二
百
四
十
五
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項

四

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
百
二
十
八
号
）
第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
十

七
条
第
二
項

五

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法

律
第
百
五
十
二
号
）
第
六
十
条
第
二
項
及
び
第
百
四

十
四
条
の
二
十
八
第
二
項

六

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
七
条
第
八
項
、
第
九
十
七
条
第
二
項
及
び
第
九
十

八
条
第
一
項
第
二
号

七

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
四
項

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
保
健
婦
、
助
産
婦
、

看
護
婦
」
を
「
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
」
に
改
め

る
。第

八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
保
健
婦
、
助
産
婦
、
看

護
婦
、
准
看
護
婦
」
を
「
保
健
師
、
助
産
師
、看
護
師
、

准
看
護
師
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
看
護
婦
等
の
人
材
確
保

の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
看
護
師
等
の
人
材
確
保

の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を

「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、「
看
護
婦
等
の
人
材

確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
看
護
師
等
の
人
材

確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
処
分
、
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
十
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ

れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手

続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の

法
律
の
規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
附

則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と

み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
十
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ

の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行

為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
十
四
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で

定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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